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（ｹｰｽ2）陸路避難、海路避難等を実施する場合

PAZ

UPZ

瀬戸総合体育館

一時集結所
せと

松前町へ避難

Ｈ
ＨＨ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

道路が
通行不可の場合

自家用車、ﾊﾞｽ等による陸路避難

＜凡例＞
：ﾍﾘﾎﾟｰﾄ適地Ｈ

船舶により海路避難、
ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる空路避難

大分県の港湾へ

陸路避難・海路避難等一例（ｹｰｽ2）

 放射性物質放出まで時間的猶予があり、国道197号の一部が使用不可であるが、港湾が使用可能であり船舶が確保できる
場合は、陸路と海路による避難を実施。また、ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる避難が可能な場合には、県等のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰによる空路避難を併
用。

 一時集結所から大分県等への海路避難は、愛媛県手配の船舶により実施。

三崎総合体育館

一時集結所
みさき

愛媛県の港湾へ
Ｈ

三崎港
みさき

愛媛県の港湾へ



警戒事態

施設敷地緊急事態

全面緊急事態

（ｹｰｽ2）瀬戸地域の学校・保育所の陸路避難

 瀬戸地域の3つの小中学校の児童等（約100人）は、警戒事態になった場合、避難準備を開始し、施設敷地緊急事

態になった場合、職員とともに避難経由所（松前公園）に移動後、保護者に引き渡す。

 瀬戸地域の3つの保育所の児童（約30人）は、警戒事態になった時点で保育を中止し、保護者へ引き渡す。保護者
への引き渡しができなかった児童は、施設敷地緊急事態になった場合、職員とともに最寄りの学校に移動のうえ、

学校の児童等と一緒に避難経由所（松前公園）に避難し、保護者に引き渡す。
 全ての学校・保育所において個別避難計画を策定済。
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学校

学校名
人数

児童等 職員 合計

三机（みつくえ）小学校 33人 12人 45人

大久（おおく）小学校 32人 7人 39人

瀬戸（せと）中学校 38人 12人 50人

合 計（3施設） 103人 31人 134人

せ と

※1：学校に保護者が児童等の迎えに来た場合は、引き渡しを実施。
※2：児童等の人数については、平成28年4月1日現在。

まさき

まさき

避難準備

避難経由所（松前公園）
保護者への引き渡しができなかった児童は、避難経由所で保護者
に引き渡し

保育所

保育所名
人数

児童 職員 合計

三机（みつくえ）保育所 13人 8人 21人

川之浜（かわのはま）保育所 7人 5人 12人

大久（おおく）保育所 11人 4人 15人
合 計（3施設） 31人 17人 48人

避難準備※1

児童等と職員がともに避難経由所（松前公
園）に避難を開始

避難経由所（松前公園）
児童等は、避難経由所で保護者に引き渡し

保護者が児童を引き
取り・避難準備

児童の
引き渡し

避難の開始
まさき

まさき まさき

引き渡しができなかった児童と
職員は、最寄りの学校に移動し、
学校の児童等と一緒に避難経

由所（松前公園）に避難を開始
まさき

せ と

せ と



避難準備警戒事態

施設敷地緊急事態

全面緊急事態

避難経由所（松前公園）
保護者への引き渡しができなかった児童は、避難経由所で保護者
に引き渡し

（ｹｰｽ2）三崎地域の学校・保育所の海路避難

 三崎地域の3つの小中学校及び高等学校の児童等（約210人）は、警戒事態になった場合、避難準備を開始し、

施設敷地緊急事態になった場合、職員とともに一時集結所（三崎総合体育館）に移動。

 三崎地域の保育所の児童（約30人）は、警戒事態になった時点で保育を中止し、保護者へ引き渡す。保護者への
引き渡しができなかった児童は、施設敷地緊急事態になった場合、職員とともに最寄りの学校に移動のうえ、学校

の児童等と一緒に一時集結所（三崎総合体育館）に移動。

 船舶の準備が整い次第、三崎港に移動し、海路及び陸路により避難経由所（松前公園）に移動後、保護者へ引き
渡す。
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保育所

保育所名
人数

児童 職員 合計

三崎（みさき）保育所 33人 9人 42人

合 計（1施設） 33人 9人 42人

学校

学校名
人数

児童等 職員 合計

三崎（みさき）小学校 51人 14人 65人

三崎（みさき）中学校 42人 14人 56人

三崎（みさき）高等学校 119人 26人 145人

合 計（3施設） 212人 54人 266人

避難準備※1

児童等と職員がともに一時集結所（三崎総合
体育館）に移動し、船舶の準備が整い次第、

三崎港から海路及び陸路による避難を開始

避難経由所（松前公園）
児童等は、避難経由所で保護者に引き渡し

保護者が児童を引
き取り・避難準備

児童の
引き渡し

みさき

みさき

※1：学校に保護者が児童等の迎えに来た場合は、引き渡しを実施。
※2：児童等の人数については、平成28年4月1日現在。

引き渡しができなかった児童と
職員は、最寄りの学校に移動。

一時集結所（三崎総合体育館）に移動し、船舶の準備が整い次第、三崎
港から海路及び陸路による避難を開始

みさき

みさき

みさき

みさき

まさき

まさき

ま さき

み さき

みさき

みさき

みさき



道路通行不可の場合

PAZ

UPZ

予防避難ｴﾘｱ
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愛媛県の港湾

瀬戸地域

学校（3箇所）

三机小学校

大久小学校

瀬戸中学校

保育所（3箇所）

三机保育所

川之浜保育所

大久保育所

避難経由所（松前公園）
保護者への引き渡しを実施

国道197号が瀬戸地域と三崎地域の境界で通行不可となった場合、瀬戸地域の学校及び保育所（引き渡しができな
かった児童）の児童等については、施設敷地緊急事態において、陸路により避難経由所（松前公園）に移動し、保護者
への引き渡しを実施。

三崎地域の学校及び保育所（引き渡しができなかった児童）の児童等については、施設敷地緊急事態において、海路
及び陸路により避難経由所（松前公園）に移動し、保護者への引き渡しを実施。

（ｹｰｽ2）学校・保育所の避難先・避難ﾙｰﾄ

状況に応じて、避難経路を選定

せと みさき

まさき

みさき

せと

まさき

三崎港
みさき

せと

まさき

みつくえ

おお く

せと

みつくえ

かわのはま

おお く

愛媛県の港湾

三崎地域
学校（３箇所）
三崎小学校
三崎中学校
三崎高等学校
保育所（１箇所）
三崎保育所

みさき

みさき

みさき

みさき

みさき



 瀬戸地域の医療機関及び社会福祉施設（3施設約121人）について、個別避難計画を策定済であり、30km圏外の
施設において、避難先を確保。

 無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者は、放射線防護施設において、避難に必要な準備が整うまで屋内退避を実

施。その他の入所者等は、あらかじめ定められた避難先施設へ避難を実施。

 予防避難ｴﾘｱの医療機関については、愛媛県の緊急被ばく医療ｱﾄﾞﾊﾞｲｻｰや災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀの助言を受け、愛
媛県が避難先を調整。

 何らかの事情で、あらかじめ選定しておいた避難先施設が活用できない場合には、愛媛県が受入先を調整。

（ｹｰｽ2）瀬戸地域の医療機関及び社会福祉施設の陸路避難
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せ と

※3 避難準備完了後、あらかじめ定められた避難先施設へ避難
※4 健康ﾘｽｸが高まらない者等は、あらかじめ定められた避難先施設へ避難

計 185人

避難元施設

番号 施設名 施設種別
入院
定員数

1 瀬戸診療所 有床診療所 19人

※3

避難先施設

計93人

※2

※1 輸送等の避難準備が完了するまでは放射線防護施設内で屋内退避
※2  愛媛県の緊急被ばく医療ｱﾄﾞﾊﾞｲｻｰや災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀの助言を受け、
愛媛県が避難先を調整し、避難準備完了後に避難

＜放射線防護施設＞

番号 施設名 施設種別
入所
定員数

3 かざぐるま
認知症対応型共同生活
介護

9人

番号 施設種別 市町名
受入
見込数

1 医療機関98施設で合計2,829人の受入が可能

番号 施設種別 市町名
受入
見込数

3
認知症対応型共同
生活介護

宇和島市（1施設） 9人

※1

番号 施設名 施設種別
入所
定員数

2 瀬戸あいじゅ

介護老人福祉施設 40人

認知症対応型共同生活
介護

18人

軽費老人ホーム 20人

短期入所生活介護 15人

※4

※1

放射線防護施設内
屋内退避

※3

※4

計93人

計9人計9人

計19人

番号 施設種別 施設種別
受入
見込数

2
介護老人保健施設

等

松山市（4施設）

93人
伊予市（1施設）

松前町（1施設）

自施設内
屋内退避

せと

まつやまし

いよし

まさきちょう

うわじま し

せと

＜予防避難ｴﾘｱ（瀬戸地域）3施設＞

せ と

せと



 三崎地域の社会福祉施設（1施設約50人）について、個別避難計画を策定済であり、30km圏外の施設において、
避難先を確保。

 無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者は、放射線防護施設において、避難に必要な準備が整うまで屋内退避を実

施。その他の入所者等は、船舶の準備が整い次第、三崎港から、海路及び陸路により愛媛県内のあらかじめ定め
られた避難先施設へ避難を実施。

 何らかの事情で、あらかじめ選定しておいた避難先施設が活用できない場合には、愛媛県が受入先を調整。

（ｹｰｽ2）三崎地域の社会福祉施設の海路避難

＜予防避難ｴﾘｱ（三崎地域）1施設＞

※2 避難準備完了後、三崎港に移動のうえ、海路及び陸路によ
り愛媛県内のあらかじめ定められた避難先施設へ避難

※3 健康ﾘｽｸが高まらない者等は、船舶を含む輸送手段等の避
難準備完了後、三崎港に移動のうえ、海路及び陸路により
愛媛県内のあらかじめ定められた避難先施設へ避難

※1

※1 船舶を含む輸送手段等の避難準備が完了するまでは
放射線防護施設内で屋内退避
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番号 施設名 施設種別
入所
定員数

１ 三崎つわぶき荘

地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護
29人

認知症対応型共同生活

介護
18人

放射線防護施設内
屋内退避

※2

※3

計47人

みさき

避難元施設

施設種別 市町名
受入
見込数

介護老人保健施設 等 東温市（2施設） 48人
とうおんし

避難先施設

みさき

みさき

み さき

計48人

みさき



三崎港

かざぐるま避難先
宇和島市1施設

PAZ

UPZ

予防避難ｴﾘｱ

（ｹｰｽ2）医療機関及び社会福祉施設の避難先・避難ﾙｰﾄ

 国道197号が瀬戸地域と三崎地域の境界で通行不可となった場合、瀬戸地域の社会福祉施設は、施設敷地緊急事態において、陸路
によりあらかじめ定められた避難先施設に避難を実施。医療機関については、愛媛県の緊急被ばく医療ｱﾄﾞﾊﾞｲｻｰや災害医療ｺｰﾃﾞｨ
ﾈｰﾀの助言を受け、愛媛県が避難先を調整。

 三崎地域の社会福祉施設は、施設敷地緊急事態において、海路及び陸路によりあらかじめ定められた愛媛県内の避難先施設に避
難を実施。

 無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者は、放射線防護対策を講じた自施設もしくは近隣施設において、避難に必要な準備が整うまで
屋内退避を実施。
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三崎つわぶき荘避難先
東温市2施設

瀬戸あいじゅ避難先
松山市4施設
松前町1施設

瀬戸あいじゅ避難先
伊予市1施設

愛媛県の港湾

瀬戸地域
社会福祉施設（2箇所）
瀬戸あいじゅ
かざぐるま

みさきせと せと

みさき

・社会福祉施設については、状況に応じて、避難経路を選定
・医療機関については、愛媛県の緊急被ばく医療ｱﾄﾞﾊﾞｲｻｰや
災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀの助言を受け、愛媛県が避難先を調整。

せと

まつやまし

まさきちょう

みさき

みさき

せと

せと

せと

いよし

うわじま し

とうおんし

愛媛県の港湾

道路通行不可の場合

三崎地域
社会福祉施設（１箇所）
三崎つわぶき荘

みさき

みさき



 瀬戸地域の在宅の避難行動要支援者の54人うち、29人は支援者がいることを確認。残る避難

行動要支援者については、伊方町、自主防災会議、民生委員、消防団等によるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを通じて
支援者を確保。

 支援者の同行により避難可能な者は、支援者の車両、ﾊﾞｽ、福祉車両等で避難先へ移動。
 無理に避難するとかえって健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両等で、近傍の放射
線防護施設へ移動。
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いかたちょう

（ｹｰｽ2）瀬戸地域の在宅の避難行動要支援者の陸路避難

支援者が同行等をすることで避難可能な者

支援者の自家用車等で移動

支援者とともに徒歩、
自家用車等で移動

ﾊﾞｽ、福祉車両等で移動

無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者

支援者の車両又は福祉車両等で移動

支援者

在宅避難行動
要支援者

（54人）

避
難
経
由
所
（
松
前
公
園
）

ﾊﾞｽ、

福祉車両
等で移動

35人（支援者10人）

3人（支援者3人）

16人（支援者16人）
広
域
避
難
所
（
13
施
設
）
又
は
福
祉
避
難
所
（
9
施
設
）

瀬戸総合体育館

一時集結所

せと

瀬戸診療所、瀬戸あいじゅ

放射線防護施設

せ と

ま

さ
き

輸送等の避難準備完了後、
避難を実施

せ と

せ と

せ と

※ 避難行動要支援者の数は平成28年4月1日現在。



 三崎地域の在宅の避難行動要支援者の116人うち、83人は支援者がいることを確認。残る避難行動要支援者に
ついては、伊方町、自主防災会議、民生委員、消防団等によるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを通じて支援者を確保。

 支援者の同行により避難可能な者は、支援者の車両、ﾊﾞｽ、福祉車両等で一時集結所（三崎総合体育館）へ移動。

 船舶の準備ができ次第、三崎港から、海路及び陸路により愛媛県内の避難先へ移動。

 無理に避難するとかえって健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両等で、近傍の放射線防護施設へ移
動。

（ｹｰｽ2）三崎地域の在宅の避難行動要支援者の海路避難
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支援者が同行等をすることで避難可能な者

支援者の自家用車等で移動

支援者とともに徒歩、
自家用車等で移動

徒歩、福祉車両
等で移動

無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者

支援者の車両又は福祉車両等で移動

支援者

在宅避難行動
要支援者

（116人）
三崎総合体育館

一時集結所

船舶で
避難

61人（支援者28人）

8人（支援者8人）

47人（支援者47人）

いかたちょう

みさき

せと

三崎高等学校、串診療所、

旧佐田岬小学校【整備中】

放射線防護施設
みさき くし

三崎港
みさき

輸送等の避難準備
完了後、避難を実施

さだみさき

愛
媛
県
内
の
広
域
避
難
所
（

施
設
）
又
は
福
祉
避
難
所
（

施
設
）

13

9

みさき

みさき

みさき

みさき

愛媛県内
の港湾

ﾊﾞｽ、
福祉車両
等で避難

避難経由所
（松前公園）

まさき

ﾊﾞｽ、
福祉車両
等で避難

※ 避難行動要支援者の数は平成28年4月1日現在。



（ｹｰｽ2）在宅の避難行動要支援者の避難先・避難ﾙｰﾄ

避難経由所（松前公園）

 国道197号が瀬戸地域と三崎地域の境界で通行不可となった場合、瀬戸地域における在宅の避難行動要支援者については、施設敷
地緊急事態において、陸路により自家用車、ﾊﾞｽ、福祉車両等により避難経由所（松前公園）へ移動。

 三崎地域の在宅の避難行動要支援者については、施設敷地緊急事態において、海路及び陸路により避難経由所（松前公園）に移動。

 無理に避難するとかえって健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両等で、近傍の放射線防護施設へ移動。

広域避難所（松前町）13施設
松前（まさき）公園体育館
松前（まさき）小学校
松前（まさき）中学校
北伊予（きたいよ）小学校
北伊予（きたいよ）中学校
岡田（きたいよ）小学校
岡田（おかだ）中学校
県立伊予（いよ）高校
健康増進ｾﾝﾀｰ
松前（まさき）総合文化ｾﾝﾀｰ
東公民館
西公民館
北公民館
福祉避難所（松前町）9施設
松前町（まさきちょう）総合福祉ｾﾝﾀｰ
養護老人ﾎｰﾑ和楽園
軽費老人ﾎｰﾑひまわり苑
介護老人福祉施設こより
介護老人保健施設菜の花
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑひなたぼっこ
総合福祉施設ｴﾝｾﾞﾙ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｴﾝｾﾞﾙなかがわら
介護付有料老人ﾎｰﾑ笑歩会松前（まさき）
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PAZ

UPZ

予防避難ｴﾘｱ

愛媛県の港湾

三崎港

みさき

せと

まさき

みさき せと

状況に応じて、避難経路を選定

道路通行不可の場合

まさき

みさき

まさきちょう

愛媛県の港湾

一時集結所
瀬戸総合体育館
せと

一時集結所
三崎総合体育館
みさき



（ｹｰｽ2）瀬戸地域において施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

 施設敷地緊急事態で瀬戸地域において必要となる輸送能力は、想定対象人数約360人について、ﾊﾞｽ10台、福祉
車両17台（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様7台、車椅子仕様10台）。

想定対象
人数

必要車両台数※1,2

備 考
ﾊﾞｽ※3

福祉車両※4,5

（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様）
福祉車両※4,5

（車椅子仕様）

学校・保育所の児童等の避難
（6箇所）

182人
（児童等134人+
職員48人）

5台 0台 0台 保護者への引き渡しによりその分必要車両台数は
減少【資料P60】

医療機関及び社会福祉施設
の入所者等の避難（3箇所）

130人
（入所者83人+
職員47人）

4台
(入所者61人+
職員31人)

5台
(入所者6人+
職員6人)

8台
(入所者16人+
職員10人)

【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様】
○施設車両（1名乗り：2台）
【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様）】※5

○施設車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1名乗り、車椅子1名：1台）
○四電車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2名乗り、車椅子1名：2台）
【車椅子仕様】

○施設車両（1名乗り：2台）
○伊方町（いかたちょう）車両（8名乗り：1台、4名乗り：1台、
2名乗り：1台）

在宅の避難行動要支援者等
の避難

45人
（要支援者35人+
支援者10人）

1台
(要支援者27人+
支援者7人)

1台
(要支援者2人+
支援者0人）

2台
(要支援者6人+
支援者3人）

【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様）】※5

○四電車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2名、車椅子1名：1台）
【車椅子仕様】
○四電車両（6名乗り：1台）

在宅の避難行動要支援者の
うち、無理に避難すると健康ﾘ
ｽｸが高まる者等を放射線防
護施設に輸送※6

6人
（要支援者3人+
支援者3人）

0台 1台
(要支援者3人+

支援3人)

0台 近傍の放射線防護施設に、四電福祉車両1台（ｽﾄﾚｯ
ﾁｬｰ2人乗り）でﾋﾟｽﾄﾝ輸送を想定【資料P66】
瀬戸（せと）地域：2往復（要支援者3人）

合 計 363人 10台 ７台 10台
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せ と

せと

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値
※2 想定必要車両台数（ﾊﾞｽ、福祉車両）は、各施設又は伊方地域・瀬戸地域で必要となる車両台数を合算
※3 ﾊﾞｽは、佐田岬（さだみさき）半島の地域特性を踏まえ、2種類の乗車人数（26名乗り及び46名乗り）により想定
※4 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子どちらも乗車でき、配置により乗車台数を自由に変えられる車両を多く配備しているため、実際配備している車両の仕様を基に必要台数を積算
※5 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様の車両で想定した場合は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様と車椅子仕様にそれぞれ1台ずつ積算
※6 「無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者」は、輸送の準備が整うまで放射線防護施設内に屋内退避

いかた せと



（ｹｰｽ2）瀬戸地域における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保
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せ と

 施設敷地緊急事態発生時には、医療機関、社会福祉施設、在宅の避難行動要支援者、教育機関の避難のために、

伊方町、医療機関、社会福祉施設及び四国電力が保有する車両のほか、愛媛県と愛媛県ﾊﾞｽ協会の協定及び覚
書に基づき、ﾊﾞｽ協会が配備する車両により、必要車両台数を確保。

確保車両台数

備 考ﾊﾞｽ等
（ﾊﾞｽ、乗用車）

福祉車両※1

（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様）
福祉車両※1

（車椅子仕様）

（A）必要車両台数 10台 7台 10台

（B）確保車両台数 計20台以上 計7台 計10台

確
保
先

伊方町 － － 3台

【車椅子仕様】
○1台（1台当たり：車椅子8名、その他2名乗り）
○1台（1台当たり：車椅子4名、その他18名乗り）
○1台（1台当たり：車椅子2名、その他22名乗り）

学校、医療機関、社
会福祉施設

14台 3台 3台

【ﾊﾞｽ等】ﾊﾞｽ：5～47名乗り、 乗用車：4～10名乗り
【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様】
○2台（1台当たり：ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1名、その他3名）
【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様】（両方に換算）
○1台（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1名、車椅子1名、その他8名乗り）
【車椅子仕様）】
○2台（1台当たり：車椅子1名、その他3名）

愛媛県のPAZ・UPZ圏
内市町のﾊﾞｽ会社

6台以上 － －
ﾊﾞｽ1台当たりの想定乗車人数：46名乗り
愛媛県のPAZ・UPZ圏内市町のﾊﾞｽ会社が保有する車両
総数265台

四国電力 － 4台 4台

【仕様】
四電福祉車両は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子の配置を自由に変
えられる仕様であり、下記2ﾊﾟﾀｰﾝの配置を想定
ﾊﾟﾀｰﾝ①：＜ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2名、車椅子1名、その他4名乗り＞
ﾊﾟﾀｰﾝ②：＜車椅子6名、その他3名乗り＞
【配備台数】
4台（瀬戸（せと）地域）※1

いかたちょう

いかたちょう

※1 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様の車両を保有している場合は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様と車椅子仕様にそれぞれ1台ずつ積算
※2 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請


